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平成13年に世田谷区が23区ではじめて制定した、子どもに関する条例です。
子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、国連の「子どもの
権利条約」に掲げる理念のもと、子どもが健やかに育つことができるまちづくりを進め
ることを目的として制定しました。

「世田谷区子ども条例」の改正について

子ども条例とは

制定から20年以上が経過し・・・
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◆小中学生・若者へのアンケート結果
子ども・若者たちの声を聴く中で、子ども自身が、遊んだり、学んだり、自分のしたいように
過ごしたいと思っても、その時間を持つことができないぐらい忙しい状況に置かれ、子どもの
権利が行使できなかったり、保障されなかったりする実態が明らかになりました。

◆子ども・子育て会議の報告書
令和5年3月「子ども条例と子どもの権利に関する報告書」が提出され、「子どもの権利を条例
に明示する必要がある」との提言を受けました。

◆その他 国連｢子どもの権利条約｣ こども家庭庁｢こども基本法｣

東京都｢こども基本条例｣



「世田谷区子ども条例」の改正について

区は、子どもの権利を条例に明確に規定し、区を含めた地域社会の責任として
捉え直す必要があると考え、条例改正に向けた検討をスタートし、議論を重ね
ました。
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これらの状況を踏まえ

条例の主役である子どもが、条例を自分のものとして受けとめ、活かすこと
ができるよう、子どもたち自身が条文の検討に携わり、子どもたちの意見を
反映するとともに、子どもの権利を具体的に明記しました。

そして、
条例名称にも「権利」の言葉を追加した、「世田谷区子どもの権利条例」
を令和7年4月から施行しました。

「子ども条例」から「子どもの権利条例」へ



条例への子どもの意見表明・反映

小中学生・若者アンケート小中学生・若者アンケート

子ども・若者の声ポスト子ども・若者の声ポスト 子ども・青少年会議子ども・青少年会議

子ども・若者ヒアリング子ども・若者ヒアリング

子ども条例検討プロジェクト子ども条例検討プロジェクト
子ども・子育て会議
子ども・青少年協議会
子ども・子育て会議
子ども・青少年協議会

パブリックコメントパブリックコメント

子ども・若者や地域の声を集める

子ども・若者と一緒に条例の中身を議論・検討する

子ども条例を「子どもの権利条例」に改正!
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条例改正のポイント

国連「子どもの権利条約」が規定する4つの一般原則の権利を引用したほか、
区の子どもたちが検討を行い、特に重要と考えた権利を中心にわかりやすく
表現し、条文に規定しました。

１ 「子どもの権利」を具体的に明記しました

条例の主役である子どもが、条例を自身のものとして受けとめ、自分たちの
条例として活かすことができるよう、条例前文などに子どもの思いを反映し
ました。

２ 子どもの声を反映し思いを込めました

区が実施する施策等において、子どもの権利が適切に保障されているかを評
価・検証するため、「子どもの権利委員会」を設置しました。

３ 子どもの権利の保障状況を評価･検証する第三者機関を設置
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条例検討における子ども参加

子ども条例検討プロジェクト
公募により集まった中高生世代が、条文について検討しました。

【１】前期検討会（6月～7月 計4回：15名参加）
①条例の前文に掲載する子どもの声や想い
②条例の目標とする子どもたちが考える区が目指すまちの姿
③世田谷の子どもたちが必要と考える子どもの権利

【２】後期検討会（10月～11月 計3回：18名参加）
パブリックコメントや子ども・若者の声ポストなどに寄せら
れた意見などを踏まえて、前期検討会で考えた条例（素案）
を見直して再検討し、条例（案）に反映しました。
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検討結果を
改正条例(素案)
に反映

【３】まとめの会（3月 1回：10名参加）
区議会の全会一致で条例が可決されたことを報告し、条文に
込めた意味を改めて確認しました。



①条例の前文

（子どもの意見表明）

１．子どもの思い

私たちは、自分の意見や思いを受けとめてもらったとき、喜びを感じます。
きれいで自然豊かな世田谷を守っていきたいです。
私たちの未来にもっと希望をもちたいです。
自分で様々な選択をして自分らしく生きたいです。
子ども同士が交流し、つながる機会を増やしたいです。
安心できる場所を増やしたいです。
自由に、やりたいことにチャレンジして、学びを深め、成⾧していきたいです。
大人に意見や思いを届けたいです。
こんな思いがかなう世田谷にしたいです。

完成した前文（抜粋）
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①条例の前文

２．大人へのメッセージ

大人世代の「あたり前」は、子ども世代の「あたり前」とは違います。
大人たちには、自分が子どもだった時の気持ちを思い出して、子どもと同じ目線に
立って向き合ってほしいです。
子どもはきっとこう感じているという決めつけではなく、私たちの言葉や思いを信
じてください。
そして、言葉や思いをしっかり受けとめた上で向き合ってください。
みんなが意見や思いを尊重し合って、何かを恐れずに、自由に発言や表現できる環
境が欲しいです。
個性が認められ自分らしく生きたいので、多様性が尊重されることが必要です。
好奇心がくすぐられる体験、機会など、ワクワクを育ちや学びに取り入れてほしい
です。
すべての子どもが安心でき、教育を受けられる多様な環境が欲しいです。
いろんな不安をもっている子どもの味方になってくれる人がいる場所を増やしてく
ださい。
「できるかできないか」だけを見るのではなく、「やっている姿」も見てください。
私たちがどんな進路を選んでも、一人ひとりに合わせた応援をしてください。
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①条例の前文

（区や大人の決意表明）

子どもは、生まれながらにして今を生きる権利の主体です。
子ども時代に、周囲の人に意見や思いを受けとめてもらった経験は、子どもの安心
や自信につながり、その後を生きる大きな力となります。
私たち区や大人は、子どもの思いを大切に受けとめ、子どもにとって一番よいこと
は何かを真剣に考え、対話し、応えていくよう努力します。
子どもたちがこの条例を通じて、自分に権利があること、また、大人や他の子ども
にも権利があることを知ることは、社会における責任ある生活を送る上で、大切な
お互いの権利の尊重や、信頼関係の構築につながります。
私たち区や大人は、今と未来をつくるパートナーである子どもの声を聴き、対話し
ながら、地域が子どもを支え、子どもが地域を豊かにし、誰もがつながり支え合う
地域づくりに努めます。
この条例は、日本国憲法、子どもの権利条約（平成元年（1989年）11月20日に国際
連合総会で採択された「児童の権利に関する条約」をいいます。）と、こども基本
法の理念に基づき制定します。
私たち区や大人は、子どもが権利の主体として、一人ひとりの子どもが豊かに育つ
ことが保障され、自分らしく幸せな今を生き、明日からもよい日と思える社会を実
現していきます。
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②条例の目標
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みんなで決めた条例の目標

一人ひとりが 笑顔で 自分らしくチャレンジできるまち



③子どもの権利

自分らしくいられる権利
（１）自分らしくいられ、個性が尊重される権利
（２）公正に評価される権利

豊かに過ごす権利
（１）今も将来も豊かに生きることができる権利
（２）自分のやりたいことを追求できる権利
（３）思い切り遊び、自分にとって楽しいことをする権利
（４）自分が知りたい情報を得られる権利
（５）心や身体が疲れた時に休息することができる権利

社会から守られ、支援を受ける権利
（１）安全で安心して生きることができる権利
（２）健康に暮らせる権利
（３）生活環境と自然環境が守られる権利

自分で自分のことを決める権利
（１）自分で選択して自由に自己決定できる権利
（２）自分らしく学び、成⾧・発達できる権利
（３）様々なことに挑戦して失敗できる権利

意見を表明し、参加・参画する権利
（１）意見や思いを様々な方法で表すことができる権利
（２）対話をして協働する権利
（３）地域に参画する権利

基本となる権利
（１）いかなる理由でも差別されない権利
（２）子どもに関係のあることが決められ、行われるときは、

子どもにとって最もよいことが何かを考えられる権利
（３）生きる権利と成⾧・発達する権利
（４）自分に関係のあることについて、自由に自分の意見や

思いを表明する権利

改正条例に明記した「子どもの権利」
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子どもには、成⾧の途中だからこそ守られる子どもの権利があります。
子どもの権利は、人権と同様に、生まれながらもっている権利であり、何か義務を果たしたら与え
られるものではありません。



子どもの権利委員会
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「世田谷区子ども・若者総合計画（第３期）」の策定について
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計画の推進体制

こ
れ
ま
で

令和７年度より
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基本方針
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めざすまちの姿

一人ひとりが 笑顔で 自分らしくチャレンジできるまち

めざすまちの姿

子どもが権利の主体として、一人ひとりの
健やかな育ちが保障され、子ども・若者が、
自分らしく幸せ(ウェルビーイング)な今を生き、
明日からもよい日と思える社会を実現する。

計画の目標
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